
4月に新入社員を受け入れる事業者は、受け入れる準備を開始する時期です。また、 4月から給
与改定を行う場合には昇給の準備を検討する時期でもあります。 春に向けて早めに準備を開始
しておきましょう。

　2年度分の国民年金保険料を口座振替でまとめて納める 「2年前納」 は、6ヶ月及び1年前納に比べて割引額が大きく
なっています。申込期限は、口座振替もしくはクレジットカードの場合は毎年2月末、現金の場合は3月末です。希望される
方は早めに手続きをしましょう。

　労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度（第1期）より口座振替とするには、 2
月25日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。

　4月昇給の事業所については、そろそろ昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきましょう。

　4月入社予定の新入社員の受け入れ準備を進めましょう。入社前研修や入社後のスケジュールを決定するとともに、寮や社
宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。

　春の火災予防運動に先立ち、消防設備など（消火器、非常口、非常階段、避難経路など）の点検をしましょう。いざというとき
に慌てないように、避難訓練や非常時の対応方法（連絡方法、避難対策など）について周知しておきましょう。

　令和4年分の所得税・住民税の確定申告の受付期間は、 3月15日までです。所得税を現金で納付する場合は同日が期
限となるため、納付手続きを忘れないようにしましょう。振替納付の場合の振替日は4月24日です。こちらは、引き落とし口
座の残高を確認しておきましょう。
　また、個人事業者の消費税の確定申告は3月31日までです。消費税を現金で納付する場合は同日が期限ですが、振替納
付の場合の振替日は4月27日です。

　固定資産税第4期分の納期限が到来します。資金繰りも考慮した上で、納付もれのないようにしましょう。期限は、市町
村の条例で定める日です。

固定資産税の納付 （第4期分）

確定申告 （書面）の受付開始

国民年金保険料の 「2年前納」 の手続き

労働保険料等の口座振替納付の申込

4月昇給の場合の準備

新入社員の受け入れ準備

火災予防運動に伴い、消防設備などの点検実施
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